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九条の会．ひがしなだ 

                     

第 169 号 
 

２０２４年 

１月２４日 

 

事務局 西谷利文 Tel 090-4270-1391  E-mail  nishi-t@hm.h555.net 

 

    FK 元弁護士の“ここがポイント”                                     

           専守防衛考 
                          深草 徹 

わが国で、専守防衛という言葉がはじめて公的に用いられたのは、１９５５年７月のことです。航

空自衛隊に戦闘機を導入することは９条に反するという野党の追及に対し、杉原荒太防衛庁長官が、

次のような答弁をしました。 

「厳格な意味で自衛の最小限の防衛力を持ちたい。・・・決して外国に対し攻撃的・侵略的空軍を持

つわけではない。もっぱらの専守防衛という考え方でいくわけです。」 

 その後、専守防衛はわが国の防衛の基本政策として定着することになりました。 

 でも専守防衛とは何かと問うてもなかなか簡単に答えられるものではありません。意外に思われる

かもしれませんが、あの角栄さんが、一つの明快な答を出しています。それは１９７２年１０月３１

日、参議院本会議における次の答弁です。 

「専守防衛は、防衛上の必要からも相手の基地を攻撃することなく、もっぱらわが国土及びその周

辺において防衛を行うことであって、わが国防衛の基本的な方針であり、この考え方を変えるという

ことはまったくない。」 

ところが防衛白書では、その後私の調べたところでは１９９８版から「・・・地理的範囲は、必ず

しもわが国の領土・領海・領空に限られないが、それが具体的にどこまで及ぶかは個々の状況に応じ

て異なるので、一概には言えない。」などと、折角角栄さんが敵基地攻撃を否定し、地理的限界をもう

けたのにこれを全否定しています。防衛白書がこんな説明を付け加えた時、大きな抗議行動がなされ

たでしょうか。９条を守るためには日常からアンテナを張り、不都合なことがあればすぐに行動に立

ち上がらなければならないですね。 

   （深草憲法問題研究室主宰、九条の会ひがしなだ筆頭代表世話人） 

              

『岸ん田』政権（パート１） 
               横林賢二 

2024 年 1 月に通常国会が始まります。新体制になり安倍派が岸田内閣からは

じき出されました。「インボイス」で国民は税金をごまかすことは出来ません。        

一方、税金がかからないお金（自由に使える）が数百万円～数億が明らかになり

ました。「記載」しないこと自体が犯罪です。 

もはや派閥の問題でなく「自民党の問題です。」内部から不満の声が上がらな

いことが証明しています。まさに、「岸田（ん）田」政権です。 

（熟年者ユニオン 75歳  12月 26日） 
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 九条の会.ひがしなだ 西谷文和さん講演会 

            モヤモヤがスカッとした！ 
  
１月１４日、東灘区文化センターで、「戦場から見た憲

法九条」～今すぐ止めよう戦争、カジノ、万博～と題し

て、フリージャーナリスト西谷文和さんの講演が行われ

ました。 

ウクライナや、アフガニスタンを取材した西谷さんは

映像を使って現地の状況について説明し、日本において

今問題になっている大阪万博やカジノの本質についても

熱っぽく語られました。 

参加者からは、 

「現地に取材したうえでの話の内容で、説得力がありました。世界的な見地からの大阪（万博、カジ

ノ）の視点は的確であると合点がいきました。無党派層の結集に必要な事は何か？共々に考えていき

たいと思いました」       

「今一番モヤモヤしている問題を、歯切れよく、単刀直入に面白く話してくださり、少しスカッとし

ました」 

「なぜメディアは肝心なことを報道しないのか。なぜ NHK、他民放もこういう大事な事を全く報道しな

いのか。NHKには視聴料を払っています。国民の知りたいことを正確に報道すべきです」 

などの感想が寄せられました。                

 

 

憲法私考 

         憲法第２５条があるじゃないか！ 

                                     片岡英夫 
「私たちの暮らしは、ちっともよくならない」という声がよく聞こえてきます。それを何とかよく

しようとしても「自己責任」という壁が立ちはだかって、一向によくならないというのが現状だと思

われます。 

 でも、暮らしをよくさせるのは「自己責任」なのでしょうか。 

 憲法第２５条には、“生存権及び、国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務”が明記されていま

す。この条文は主に生活保護対象者に使われているようですが、条文に「すべて国民は」と記されて

いるのですから、広く国民全体に向けられていると解すべきです。 

 つまり、国（政府）は、１割弱の大企業や富裕者を優遇するのではなく、９割強の一般市民の「健

康で文化的な最低限度の生活」を提供する義務があるということです。 

 にもかかわらず、過労死を含む労働による健康被害や「文化的」など感じられない生活を強いられ

ている国民の側に「自己責任」などあり得ません。 

                                （元高校教員 東灘区在住） 
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映画案内 

 内モンゴルの澄み渡る空に風が吹き、歌が響き出す― 

                    桑田葉子 
内モンゴル自治区を舞台にした中国映画。原題は「臍帯」。母と息

子アルスの結びつきや死生観を描いた作品です。 

認知症を患った母のために故郷に帰るミュージシャンのアルスが、

母の思い出の場所を探すために内モンゴルの大地を母と二人で旅をし

ます。 

壮大さをたたえた内モンゴルの風景は非常に魅力的です。一方で近

年は近代化も急速に進んでいるこの地区。新たな時代の流れと伝統を守る。二つの潮流をいかに受け

入れ、人々が生きていくべきかを描いているといえるでしょう。 

旅に出たアルスですが、母に翻弄されながら、彼女との生活の中

で新たな発見をします。遊牧民と出会い親しくなる様子が丁寧に描

かれます。昔ながらの遊牧生活を送っている人たちが今も存在して

いるのを、映画を通じて知り感動しました。 

草原で繰り広げられる「夜会」で映画はクライマックスを迎えま

す。そこで次々に披露される踊りが素晴らしいのです。火の粉が舞

っているのがとても綺麗で、草原で奏でられる音楽に引き込まれました。馬頭琴の音色、歌の歌詞、

音楽に乗って楽しそうに踊る母…。見事なシーンです。物語とともに、内モンゴル自治区フルンボイ

ルの美しさを、是非大きなスクリーンで感じてください。 

上映日 2 月 16 日（金）①11:30 ②14:30 ③19:00  

会 場 神戸朝日ホール 

詳細は神戸映画サークルホームページをご覧ください。 

                                   （神戸映画サークル） 
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ハナ絵モンの思い 

            穴水町の借上復興住宅 
                                  関本（市川）英恵 
２００７年３月の能登半島地震に際して石川県穴水町は２０

０９年、民間の賃貸マンションを町営住宅として借り上げまし

た。１８室のうち１２室を復興公営住宅として、被災者に所得

に応じた賃料で提供しています。借上期間は１５年間で、期間

満了は２４年４月末。町との契約が終了すれば民間住宅として

の家賃を払うことになり、今の二〜三倍に跳ね上がる可能性が

あります。 

町は入居時に、１５年経過後に家賃が高くなる可能性などは説明しているようです。しかし、阪

神・淡路の借上復興住宅問題で私が学んだことは、（事前通知義務についても重要ですが）住まいは人

権、福祉の基礎であるということです。現在、６世帯が住んでおり（22年 3月 28日現在）、高齢者や

足の悪い人、病気がちの人が多いとのことです。お店や病院が近くにあり慣れ親しんだ住宅に、希望

者全員が継続入居できるよう、町に求めます。 

（「憲法の歌」作詞者） 

 

 

 「九条の会.ひがしなだニュース」の感想 

 

ニュースを送っている吉本圭介さん（川西市在住）から、先月号のニュースの感想が送られてきま

したので抜粋で紹介します。 

 

「ニュース」No168 号ありがとうございます。「巻頭文」はいつもポイントを分かりやす

く解説。法律に疎い私にとっては大変有難いです。今回の「史跡・戦跡めぐり」は、東灘

と言えば＜火垂るの墓＞以外にもこんなに史跡があることに驚きました。…そして「川

柳」。“川柳やときにぐさりと胸を刺し”私の下手な感想の一句です。いつも作者の感性に

引かれています。 

                         

 

カンパの郵便振替口座 

 口座記号 ００９００－６ 

 番  号 ２１７１２９ 

 名  義 九条の会.ひがしなだ 
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